
 

    

保 

護 

者 

   

県
・
市
町
村
関
係
機
関 

  

 

ツ
ー
ル 

   

〔保護者面談・担当者の園訪問〕 
① お子さんについて共通理解をします。 

◇ これまでの成長の様子（診断等も含め） 

◇ 得意なこと・好きなこと 

◇ 苦手なこと・支援内容 

◇ 学校での教育の目標としたいこと 

② 体験学習を踏まえ、保護者のお考えをお聞きします。 

満６歳（年長） 
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〔乳幼児期からの相談〕 
子育てについて、気になることは

気軽に相談してください。 

〇 窓口：こども家庭センター 

    （子育て支援センター） 

   ☎66-2999（相談専用） 

〇 窓口：保育園 

〔就学先決定に向けた 

ガイダンス〕 
就学先について、一緒に考え

ていきます。就学判断の必要

性があれば、教育委員会に申

し込みます。 

○ 窓口：筑北村教育委員会 

子ども支援係 

〔入学説明会〕 
入学に当たって不安なこと

がありましたら、遠慮なくご相

談ください。 

〔入学に向けた準備〕 
 お子さんにとって、よいス
タートが切れるよう、必要な

配慮の有無や内容等を相談

します。 

乳幼児健診等 
○１歳６か月健診 
○３歳児健診 

○２歳児相談 

○巡回相談 

◦こども家庭センター 

 （子育て支援センター） 

 

個別の（教育）支援計画 

個別の指導計画 

○11～12月 〔就学先の決定〕 

○１月末日まで〔就学通知の送付〕 

就学先の決定に向けて 
就学先の決定は、お子さんの様子や保護者の方の意向、体験学習の 

様子などを踏まえ、市町村教育委員会が行います。 

① 筑北村教育支援委員会（専門家からの意見聴取）では、これまでの情

報を基に、学びの場の判断を行います。 

② 教育支援委員会の判断をお伝えするとともに、お子さん・保護者 

の皆さまの意向をお聞きして、就学先を決めます。 

幼児期から卒業後に至るまで、お子さんへの支

援に関する情報を関係者間で引き継いでいくこと

により、一貫した支援を行います。 

〔学校見学と体験学習〕 
お子さんと一緒に見学や体験をしながら、お子さんがいきいきと学べ

る場を見つけましょう。（複数の場所で複数回行うことができます） 

○ 見学先：筑北小学校・特別支援学校 

○ 体験先：知的障害児特別支援学級、自閉症・情緒障害児特別支援学級 

   ：LD等通級指導教室、特別支援学校小学部 等 

◇ お子さんにとって、「わかった」「できた」と笑顔でいきいきと学べる

「学びの場」は、どこでしょうか。 

 

 

入
学
後
も
、
お
子
さ
ん
の
姿
を
通
し
て
、
学
び
の
場
を
見
直
し
を
し
て
い
き
ま
す
。 

【
就
学
先
・
学
び
の
場
の
見
直
し
】 

個別の指導計画（保育園）・小学校に引き継ぎます 

園・学校でのお子さんへの教育

（保育）の具体的な計画です。 

お子さんと保護者の皆さまが、希望をもって就学を迎えるために 
 

小学校 
 

通常の学級 

 
通常の学級＋ 

通級による指導 
◇発達障がい 

◇言語障がい 

（◇弱視◇難聴） 等 

 

特別支援学級 
◇知的障がい 

◇自閉症・情緒障がい 

（◇病弱・身体虚弱） 

（◇弱視 ◇難聴）  

（◇肢体不自由）  

 

特別支援学校 

小学部 
◇盲学校 

◇ろう学校 

◇知的障がい特別支援学校 

◇肢体不自由特別支援学校 

◇病弱特別支援学校 

（全保護者を対象にした） 

就学に関するガイダンス 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お子さんと保護者の皆さまが、 

希望をもって就学を 

迎えるために 

 

このリーフレットは、何らかの困難さを抱えているお子さんにとって 

ニーズに応じた支援が可能な「学びの場」を決定していくスケジュール 

を示してあります。すべてのお子さんと保護者の皆様が、希望をもって 

就学を迎えるために早期からのご準備をお願いいたします。 

 

令和６年４月 

筑北村育委員会 

保護者の

皆様へ 

お子さんにとって、わかった」「できた」と笑顔でいきいきと 

学べる「学びの場」は、どこでしょうか？     

体験学習等でのお子さんの様子を通して、教育委員会、学校の 

関係者とよく相談をしていきましょう。 

小学校 
＜通常の学級＞ 
集団の中で教科等の学習をします。学習内容は、どのお子さんも同じです。 

発達障がいのあるお子さんたちの学びの場は、基本的に通常の学級です。担任が指導方法や教材

等の工夫など必要な配慮を行い、お子さんたちがもてる力を十分に発揮できるようにします。 

 

＜通常の学級＋通級による指導＞ 
週の数時間を通級指導教室などで学習をします。お子さんが、通級による指導により力をつけ、

その力を通常の学級で力を発揮できることが重要です。 

 ◇弱視 ◇難聴   

◇発達障がい  

※ＬＤ等通級指導教室：コミュニケーションの指導、聞く・話す・読む・書くなどの指導、 

衝動性や多動性を抑える指導などを行います。 

 ◇言語障がい  

※ことばの教室：構音（発音）や吃音の指導、ことばの遅れの指導などを行います。 

 

＜特別支援学級＞ 
 小集団の中で、お子さん一人一人の障がいの状態・特性に応じた指導・支援を行います。必要に

応じて、通常の学級の友達との学習や活動を行います。 

◇知的障がい：一人一人に応じた教科の学習や生活に役立つ内容を学習します。 

◇自閉症・情緒障がい：通常の学級と同じ教科等の内容を子どもたちの状態に配慮し学習すると

ともに、コミュニケーションの力をつけたり、情緒の安定を図ったりす

るための学習をします。 

（◇弱視 ◇難聴 ◇肢体不自由 ◇病弱・身体虚弱：加配の先生を配置して通常の学級と 

同じ教科等の内容を子どもたちの状態に配慮し学習します。） 

 

特別支援学校小学部 
お子さん一人一人の障がいの状態・特性に応じて、少人数できめ細やかな指導・支援を行います。

実際の体験を重視した学習を行い、日常生活に必要な力や将来の自立した生活に必要な力を身に付

けます。 

特に知的障がいのあるお子さんたちを対象とした特別支援学校では、生活に根差した体験を重視

した学習が中心になります。事前の体験学習を丁寧に行い、お子さんや保護者が特別支援学校での

学習を理解した上で、就学することが大切です。 

特別支援学校には、視覚障がい・聴覚障がい・肢体不自由・病弱・知的障がいに対応した学校が

あり、学習の内容などに違いがあります。見学や体験学習を通して、関係者で理解をして、就学相

談を進めることが非常に重要です。 
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 筑北村では、特別支援学校に通学するお子さんが、保育園の時と同じように地域との

つながりを保ち、地域の学校のお子さんと共に学ぶ機会を持つために、副次的な学籍を

導入しています。特別支援学校と地元の学校とが相談して、学校行事への参加や普段の

授業への参加など、保護者の希望をお聞きして、地域の学校と交流及び共同学習を進め

ていきます。 
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